
○ 太田市外 三町広域 清掃組合 一 般 廃  

棄 物処理施 設の技術 管理者の 資格  

を 定める条 例  

 

平 成 ２ ５ 年 ３ 月 ２ ５ 日            

条 例 第 ２ 号            

 

改正  平成３１年 ４月 １日条例第２号 

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ４ ５ 年 法

律 第 １ ３ ７ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ２ １ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、

太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 が 一 般 廃 棄 物 を 処 分 す る た め に 設 置 す る 一 般

廃 棄 物 処 理 施 設 に 置 く 技 術 管 理 者 の 資 格 に つ い て 定 め る も の と す る 。  

 （ 技 術 管 理 者 の 資 格 ）  

第 ２ 条  法 第 ２ １ 条 第 ３ 項 の 条 例 で 定 め る 資 格 は 、 次 の と お り と す る 。  

⑴  技 術 士 法 （ 昭 和 ５ ８ 年 法 律 第 ２ ５ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 技 術

士 （ 化 学 部 門 、 上 下 水 道 部 門 又 は 衛 生 工 学 部 門 に 係 る 第 ２ 次 試 験 に 合

格 し た 者 に 限 る 。 ）  

⑵  技 術 士 法 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 技 術 士 （ 前 号 に 該 当 す る 者 を 除

く 。 ） で あ っ て 、 １ 年 以 上 廃 棄 物 の 処 理 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事

し た 経 験 を 有 す る も の  

⑶  ２ 年 以 上 法 第 ２ ０ 条 に 規 定 す る 環 境 衛 生 指 導 員 の 職 に あ っ た 者  

⑷  学 校 教 育 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 ） に 基 づ く 大 学 （ 短 期 大 学 を

除 く 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） の 理 学 、 薬 学 、 工 学 又 は 農 学 の 課 程 に お

い て 衛 生 工 学 又 は 化 学 工 学 に 関 す る 科 目 を 修 め て 卒 業 し た 後 、 ２ 年 以

上 廃 棄 物 の 処 理 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者  

⑸  学 校 教 育 法 に 基 づ く 大 学 の 理 学 、 薬 学 、 工 学 、 農 学 又 は こ れ ら に 相

当 す る 課 程 に お い て 衛 生 工 学 又 は 化 学 工 学 に 関 す る 科 目 以 外 の 科 目 を

修 め て 卒 業 し た 後 、 ３ 年 以 上 廃 棄 物 の 処 理 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従

事 し た 経 験 を 有 す る 者  

⑹  学 校 教 育 法 に 基 づ く 短 期 大 学 （ 同 法 に 基 づ く 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程

を 含 む 。 ） 又 は 高 等 専 門 学 校 の 理 学 、 薬 学 、 工 学 、 農 学 又 は こ れ ら に

相 当 す る 課 程 に お い て 衛 生 工 学 又 は 化 学 工 学 に 関 す る 科 目 を 修 め て 卒

業 し た （ 同 法 に 基 づ く 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程 を 修 了 し た 場 合 を 含 む 。 ）

後 、 ４ 年 以 上 廃 棄 物 の 処 理 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有

す る 者  

⑺  学 校 教 育 法 に 基 づ く 短 期 大 学 （ 同 法 に 基 づ く 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程

を 含 む 。 ） 又 は 高 等 専 門 学 校 の 理 学 、 薬 学 、 工 学 、 農 学 又 は こ れ ら に



相 当 す る 課 程 に お い て 衛 生 工 学 又 は 化 学 工 学 に 関 す る 科 目 以 外 の 科 目

を 修 め て 卒 業 し た（ 同 法 に 基 づ く 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程 を 含 む 。）後 、

５ 年 以 上 廃 棄 物 の 処 理 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る

者  

⑻  学 校 教 育 法 に 基 づ く 高 等 学 校 又 は 中 等 教 育 学 校 に お い て 土 木 科 、 化

学 科 又 は こ れ ら に 相 当 す る 学 科 を 修 め て 卒 業 し た 後 、 ６ 年 以 上 廃 棄 物

の 処 理 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者  

⑼  学 校 教 育 法 に 基 づ く 高 等 学 校 又 は 中 等 教 育 学 校 に お い て 理 学 、 工 学

若 し く は 農 学 に 関 す る 科 目 又 は こ れ ら に 相 当 す る 科 目 を 修 め て 卒 業 し

た 後 、 ７ 年 以 上 廃 棄 物 の 処 理 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を

有 す る 者  

⑽  １ ０ 年 以 上 廃 棄 物 の 処 理 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有

す る 者  

⑾  前 各 号 に 掲 げ る 者 と 同 等 以 上 の 知 識 及 び 技 能 を 有 す る と 認 め ら れ る

者  

  附  則  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則 （ 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 条 例 第 ２ 号 ）  

 こ の 条 例 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


